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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

税務ルーリング no.40/2560 が発

効しました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

前回のタックス インサイトNo.5/2017にてお知らせした、

如何なる税法上の加算税、延滞税及び罰金の支払いも

歳入法典第65ter (6)により損金不算入となるとした新た

な税務ルーリングno.40/2560が2017年3月17日に官

報に掲載され、2017年3月18日に発効しました。
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* このレポートは、タイ国における法令等の改正動向等を弊事務所のお客様向けにお知らせするため発行されたものであり、一般情報の提

供を主たる目的としていますので、貴社の個別ケースに対する専門的アドバイスとして、ご利用頂けない場合がございますのであらかじめ

ご了承下さい。また、このレポートの全部又は一部を、弊事務所の許可なく転用することはご遠慮頂くようお願い申し上げます。ご不明の

点につきましては、弊事務所(電話番号：(662) 788-0000)までお問い合わせ下さい。 
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